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最高裁平成一三年(行フ)第一号、一四・二・一二決定

決 定

抗告人 オリエンタルモーター株式会社

相手方 全日本金属情報機器労働組合千葉地方本部オリエンタルモーター支部

外個人一二名X1
(主文)

本件抗告を棄却する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

(理由)

抗告代理人 、同 、同 の抗告理由についてY1 Y2 Y3
行政事件訴訟法二二条の規定する第三者の訴訟参加につき、同条三項は、同条一項の参

加の申立てをした第三者はその申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができ

る旨を規定するのみであり、当該第三者を参加させる決定に対する訴訟当事者の即時抗告

を同法は予定していないというべきである。したがって、相手方らのした訴訟参加の申立

てを認めた原々決定に対し、本案訴訟の当事者である抗告人がした即時抗告は不適法であ

ると解するのが相当である。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができ

る。論旨は採用することができない。

よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。
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